
＜８月２７日現在＞ 
五島市心のふるさと市民 

   21,436人 
 

 おかげさまで 

      20,000人突破！  
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ふるさと市民カードについて 
 

 ○「ふるさと市民カード」に有効期限はありません。発行から事情があって脱退 
  （ふるさと市民転出）するまで有効です。 
 ○「ふるさと市民カード」は表記人のみご使用ください。特典を受ける際にご提示 
  いただいておりますが、表記人本人様以外のご使用は認めておりませんので、ご 
  利用時はご注意ください。 
 ○転勤などで住所やメールのアドレスなど変更が生じた方はご連絡ください。 
  毎月一度の五島市からの連絡がない方は、ご連絡ください。 
  ○ふるさと市民の特典を受ける際は事前に特典提供先にご確認ください。 
 ○コースの変更をご希望の方は事務局までご一報ください。 
  例えばメル友コース（無料）から「心の友コース」（年間１０００円）へ変更 
  したい方などです。 

 

    

 
 
 
 
 
《発行》 
「五島市心のふるさと市民」事務局 
（五島市政策企画課内） 
TEL ０９５９－７２－６７８２ 
FAX ０９５９－７４－１９９４ 
E-mail  ｆurusato@city.goto.nagasaki.jp 

 
 
 
 
 

心のふるさと市民事務局からのお知らせ 

五島市市章 

 ふるさと市民を募集しています。 
  五島市外にお住まいで、五島市を愛する方なら 
 どなたでもなれます。ぜひ、ご友人、職場の方にも 
 ご紹介ください。 

五島市心のふるさと市民  検索 
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